
日本郵政株式会社「内部統制システムの構築に係る基本方針」 

１ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

（１）日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険（以下「３

事業会社」という。）との間で日本郵政グループ協定、日本郵政グループ運営に関する

契約及びグループ運営のルールに関する覚書（以下「グループ運営覚書」という。）を

締結し、グループ運営を適切かつ円滑に実施するために必要な事項（グループの経営

に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項を含む。）等について、事前承認申請又は

報告（株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険にあっては事前協議又は報

告）を求める。 

（２）上記（１）その他の方法により把握した情報のうち、グループの経営に重大な影響

を及ぼすおそれのある重要事項については、速やかに経営会議及び取締役会に報告す

る。 

（３）グループ内取引が適正に行われ、グループ各社の健全性に重大な影響を及ぼすこと

のないよう、グループ運営覚書において、グループ内取引に関する基本方針及びグル

ープ各社が遵守すべき事項等について定める。

２ 当社の執行役及び使用人並びに子会社の取締役、執行役及び使用人の職務の執行が法

令及び定款に適合することを確保するための体制 

（１）グループの経営理念、経営方針及び行動憲章を定め、グループ各社の役職員が、事

業活動のあらゆる局面において法令等を遵守するよう周知徹底を図る。また、グルー

プ運営覚書において、コンプライアンス態勢の基本的枠組みを構築する。 

（２）グループのコンプライアンスを統括する部署を設置し、コンプライアンスの推進に

努めるとともに、コンプライアンス委員会及びグループコンプライアンス委員会を設

置し、グループの経営上のコンプライアンスに係る方針、具体的な運用、営業・業務

上の課題も含めた諸問題への対応等について審議し、重要な事項を経営会議、監査委

員会及び取締役会に報告する。 

（３）当社の企業活動に関連する法令等に関する解説等を記載したコンプライアンス・マ

ニュアルを作成するとともに、役職員が遵守すべき法令及び社内規則等に関する研修

を実施することなどにより、コンプライアンスの徹底を図る。また、グループ運営覚

書において、３事業会社にコンプライアンス･マニュアルの作成、研修の実施などによ

るコンプライアンスの徹底を求める。 

（４）市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、グループの行動憲

章に基づき、グループ全体として断固対決する姿勢を持ち、反社会的勢力との一切の

関係を遮断し排除する。また、平素からグループ各社及び警察等の外部専門機関と連



携をとり、違法行為や不当要求行為等には毅然と対応する。 

（５）グループの財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、グループ

運営覚書において、財務報告に係る内部統制の整備、運用、評価及び報告に関するル

ールを定める。また、財務報告に係る内部統制の整備等を統括する部署及び財務報告

に係る内部統制の独立的評価を実施する部署を設置し、グループの財務報告の信頼性

の確保に努めるとともに、重要な事項を必要に応じて経営会議、監査委員会及び取締

役会に報告する。 

（６）法令又は社内規則の違反が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、社内外に内

部通報窓口を設け、その利用につき役職員に周知する。 

（７）被監査部門から独立した内部監査部門により、法令等遵守状況を含め実効性ある内

部監査を実施する。また、グループ運営覚書において、３事業会社に実効性のある内

部監査を求めるとともに、内部監査の実施状況や内部監査態勢の状況等のモニタリン

グを行い、その結果を経営会議、監査委員会及び取締役会に報告する。 

３ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（１）グループリスク管理における基本方針として、リスク管理の基本原則、管理対象リ

スクなどリスク管理に当たって遵守すべき基本事項をグループ運営覚書に定める。 

（２）グループのリスク管理を統括する部署を設置し、グループが抱えるリスクの状況を

把握し、分析・管理を行うとともに、発生リスクへの対処方法や管理手法の是正を行

う。また、グループのリスク管理の実施状況を、経営会議、監査委員会及び取締役会

に報告する。 

（３）当社のリスク管理について、管理方針及び管理規程により、リスクの区分、管理方

法、管理態勢等を定めて実施する。また、リスク管理に係る重要な事項は経営会議に

おいて審議する。 

（４）経営に重大な影響を与えるリスクが顕在化した場合に、迅速かつ適切に対処し、是

正手段をとるため、グループ運営覚書において、危機管理態勢及び危機対応策等に関

するルールを定める。 

４ 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

  経営会議規則及び文書管理規程等において、経営会議議事録、稟議書をはじめとする

執行役の職務執行に係る各種情報の保存及び管理の方法並びに体制を明確化し、適切な

保存及び管理を図るとともに、監査委員会及び内部監査部門の求めに応じ、請求のあっ

た文書を閲覧又は謄写に供する。 

５ 当社の執行役並びに子会社の取締役及び執行役の職務の執行が効率的に行われること

を確保するための体制 

（１）執行役で構成する経営会議を原則として毎週開催し、取締役会から委任を受けた事

項及び取締役会付議事項について協議する。また、経営会議の諮問機関として、必要



に応じて専門委員会を設置する。 

（２）組織規程及び職務権限規程を定め、各組織の分掌並びに執行役の職務権限及び責任

を明確化し、執行役の職務執行の効率化を図る。

（３）効率的かつ効果的なグループ経営を推進するため、グループ経営に関する重要事項

を課題ごとに議論し、認識の共有を図るためにグループ運営会議を設置する。 

６ 監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 

  監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置するとともに、監査

委員会の職務を補助するのに必要な知識・能力を有する専属の使用人を配置する。 

７ 監査委員会の職務を補助すべき使用人の執行役からの独立性に関する事項 

監査委員会事務局の使用人に係る採用、異動、人事評価、懲戒処分は、監査委員会又

は監査委員会が選定する監査委員の同意を得た上で行う。 

８ 監査委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

監査委員会事務局の使用人は、監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の指揮

命令に従い、調査を行い報告を受ける等の業務を実施する。 

９ 監査委員会への報告に関する体制 

（１）内部統制を所管する執行役は、監査委員会に定期的にグループの内部統制に係る業

務の執行状況を報告する。 

（２）内部監査部門を所管する執行役は、グループの内部監査の実施状況及び結果につい

て定期的に監査委員会に報告し、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項に

ついては速やかに監査委員に報告する。この場合において、監査委員会が必要と認め

たときには、監査委員会は内部監査部門を所管する執行役に対して調査を求め、また

はその職務の執行について具体的に指示を行うものとする。 

（３）コンプライアンス部門を所管する執行役は、グループのコンプライアンス推進状況

及びコンプライアンス違反の発生状況等について、定期的に監査委員会に報告する。 

   また、内部通報等により発覚したグループの重大なコンプライアンス違反事案（そ

のおそれのある事案を含む。）については、速やかに監査委員に報告する。 

（４）執行役及び使用人は、グループの経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項

について、速やかに監査委員に報告する。 

（５）執行役及び使用人は、監査委員会の求めに応じて、グループの業務執行に関する事

項を報告する。 

（６）監査委員会又は監査委員に報告を行った者に対し、当該報告等を行ったことを理由

として不利益な取扱いを行ってはならないものとする。 

10 監査委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務



の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

執行役及び使用人は、監査委員が監査委員会の職務の執行として弁護士、公認会計士

その他の社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するな

ど所要の費用を会社に対して請求したときは、当該請求に係る費用が監査委員会の職務

の執行に必要でないことを会社が証明した場合を除き、これを拒むことができないもの

とする。 

11 その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

（１）代表執行役は、当社の経営の基本方針、対処すべき課題、内部統制システムの機能

状況等の経営上の重要事項について、監査委員会と定期的に意見交換を行い、相互認

識を深めるよう努める。 

（２）監査委員会は、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、定期的に監査実施報

告を受けるほか、会計監査上の重要なポイント等を常に把握するため、必要に応じて

意見交換を行うなどの連携を図る。 

（３）監査委員会は、その職務の執行に当たり、３事業会社の監査委員会又は監査役と定

期的に意見交換を行うなど連携を図る。 

（４）内部監査部門の重要な人事は、監査委員会の同意を得た上で行う。 

（５）内部監査計画のうち中期監査計画及び年度監査計画の策定等は、監査委員会の同意

を得た上で行う。 


